
（別紙 3） 

サマーレビュー2013 調書 

1 部局名・区

名（課名） 環境部 
（廃棄物処理施設管理課） 

（資源廃棄物政策課） 

（北清掃事業所）） 
2 優先順位 部局 1 

3 事項名 北部清掃工場の解体及びリサイクル施設等の建設 

4 目的 
北部清掃工場の解体を行い、北清掃事業所跡地の一部を収集運搬や拠点回収などの

リサイクル施設に、残りの土地を周辺の市有地全体を含めた有効利用を図る。 

5 現状及び課

題 

北部清掃工場を解体することにより、スムーズなスマート IC へのアクセス道路建

設が可能となる。 
北部清掃工場は平成 23 年 4 月に焼却処理を休止したため、いずれ解体工事の必要

な施設であるが、三方原スマート IC の連結許可を受けたことにより、早期の解体

を副市長レビューで提案した。 

6 事業概要 

解体工事を行うにあたり、次の業務を実施する。 
1 解体工事に係る期間及び正確な費用算出のため、残留物のダイオキシン類濃度

測定及び土壌調査 
2 解体に係る手続きとして、財産処分及び都市計画決定の変更 
3 循環型社会形成推進交付金の支援のため、循環型社会形成推進基本計画の変更

7 関係法令等 
ダイオキシン類対策特別措置法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・土壌汚染対

策法 

8 スケジュー

ル（いつ、何

をやるか） 

H25 8 月～Ｈ26 3 月施設内の残留物のダイオキシン類濃度測定（土壌調査を含

む）、循環型社会形成推進基本計画の変更、財産処分申請、都市計画決定の変更 
H26 4 月～H27 3 月 解体及びリサイクル施設等の設計 
H27 4 月～12 月 解体工事及び必要に応じて土壌改良 
H27 12 月～Ｈ28 年度 リサイクル施設等の建設工事 

9 他都市等の

参考事例 
静岡市西ヶ谷清掃工場は、平成 22 年度から 23 年度にかけ、焼却施設（200 トン× 
2 炉）の解体をしている。 

10 市 長 マ ニ 

フェスト 
該当 ／ 非該当（※いずれかに○） 

（マニフェストの一連 NO.：    ）（※該当の場合記載） 
具体的内容 

11 過去のレビ

ュー等での審

議経過 

□なし (新
規提案) 
■あり 
□その他 

H25 の副市長レビュー（審議結果：サマーレビューで審議する。跡

地利用については、全庁的に検討する。） 

具体的内容 
12 サマーレビ

ューで審議、

確認したい事

項 
( 該 当 項 目 を □

→■) 

■事業等の 
新規提案 
□既存事業 
の見直し 
□その他 

北部清掃工場の解体の是非を問う。 
跡地の一部に現状の収集運搬などの機能を有するリサイクル施設等

の建設を行いたい。 
北清掃事業所の跡地利用については、企画課が中心となって調整中

である。 

13 レビューの

論点 
（担当ヒアリングで

確 認 、 実 施 後 記

載) 

【協議事項】 
・三方原 IC の供用開始に合わせた北部清掃工場の解体についての協議。 
・跡地利用についての協議。 
【特筆すべき事項】 
・北部清掃事業所の跡地利用については、企画課が中心となって調整中である。 



具体的内容 

14 サマーレビ

ュー結果 
(実施後記載。該

当項目を□→■) 

■提案どおり進める 
□提案内容を一部見

直して進める 
□再度、調査研究等

を行い検討 
□その他 

・ダイオキシン類調査等は早急に実施し、清掃工場解体の

準備を進める。 

・現在の収集業務に関しては他事業所との業務分担を含めて、

施設規模などを研究する。 
・今後、周辺市有地を含めた一体的な跡地利用について研究

する。 

15 その他  

 


